
 

 

 

 

    

■ 受付開始   令和６年５月８日(水曜日)から 

■ 決定方法   先着順 

■ 補助の要件  

  [対象住宅]  ・木造住宅で昭和 56 年 5 月 31 日以前に着工され現に完成してい

るもの 

・併用住宅にあっては、延べ床面積の２分の１以上が住宅であるもの 

・建築士が耐震診断し、その評点が 1.0 未満のもの 

 

  [補助要件]  ・屋根を軽量化するなど京都府知事が定める簡易な改修の方法により耐震性

を向上させること 

・宮津市内に本店を有する建築業者により耐震改修を実施するもの 

・申請者が市税を滞納していないこと 

 

■ 補助金額   最大４０万円（補助対象額５０万円）  

■ 補助率    5 分の４ 

 

簡易耐震改修をされる方に補助金を交付します！！ 

■ 申請から補助金払込まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

■ 申込み・お問い合わせ 

建設部 都市住宅課 建築住宅係 

（本館南棟３階 ／ 電話０７７２－４５－１６３１ ） 

補助金の交付申請書の提出（申請者→市） 

補助金の交付決定（市→申請者） 

工事 着手 

工事 完了 

実績報告書の提出（申請者→市） 

補助金額の確定（市→申請者） 

補助金の請求 （申請者→市） 

補助金の払込 （市→申請者） 

工事着手前

に提出!! 

交付決定後

に着手!! 

【添付書類】 

（１）簡易耐震改修工事見積書（施工会社等の記名・押印） 

（２）耐震診断結果報告書（写し） 

（３）建築年月日の証明書類（確認通知書・家屋課税台帳等） 

（４）耐震改修等計画書（平面図・補強計画図・改修後の総合判定等） 

（５）市税に滞納がないことを証する書面（完納証明書） 

（６）住宅等を借りている場合は、所有者の同意書 

（７）その他市長が必要と認める書類   

【添付書類】 

（１）耐震補強報告書（改修後の平面図・改修計画図等） 

（２）工事写真（施工箇所ごとの施工前・中・後） 

（３）工事契約書及び領収書(写し) 

（４）その他市長が必要と認める書類   

※耐震診断等により耐震性の向上を確認する改修をした場合は以

下の書類も添付 

（５）耐震補強総合判定書（建築士の記名・捺印） 

（６）建築士の免許証（写し） 


